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１．労働安全衛生法や高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、年１回以上、該当する
従業員全てに健康診断を受診させる。(100％)
２．健康診断の結果、健康保持に努める必要がある従業員に対し、保健指導又は特定保健
指導を受けさせるように努める。(目標100％)
３．健診の結果、有所見者となった従業員の必要な措置について、医師の意見を聴いた上
で、就業上の必要な措置を行う。
４．従業員に対して健康意識を向上させる取組みを行う
５．禁煙や受動喫煙防止に取り組む
６．適正飲酒対策に取り組む
７．血圧管理に取り組む
８．感染症予防に取り組む
９．時間外勤務の縮減や有給休暇取得を促進する
10．メンタルヘルス対策に取り組む
11．治療と仕事の両立支援に取り組む
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「健康経営®」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。
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沖縄マツダ販売㈱は、昭和25年6月に当時の東洋工業（現マツダ㈱）と南陽貿易株式会社
として貿易契約を結びスタートしました。創立75年を迎える県内でも古参のカーディラー
です。マツダ車を離島含める県内での販売と整備・保険・部品販売・板金塗装を請負、
110名の社員が活躍中です。現在、当社ではマツダの強みを生かしディーラーの「仕事」
を魅力化することへファンや仲間が集い、共に育ち発展する店舗・会社を目指し社員ス
タッフ様が全てのお客様と向き合い、お互いの人生を豊かにすることを掲げています。全
ての社員スタッフ様とその家族、心身共に健康で安心して働く会社がお客様へ安心安全を
お届けできることと確信しています。すべては「私たちの幸せ」の為に。
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